
２．東日本大震災の概要

・発 災 日 2011年３月11日
・地震規模 マグニチュードＭｗ９.0
・観測最大加速度 2,933GAL
・最大震度 ７.０
・死者行方不明者 約 ２万人
・建物の全半壊 約４０万戸

３．活動の年表

活動の概要を下記年表に示す。これらの活動は、JSCA東北支部会員と我々の活動

に賛同いただいた方々と共に遂行してきたものである。

６．卸町地区悉皆建物被害調査

６-① 経緯

・卸町地区は、団地面積55万㎡の日本最大の総合流通団地
・応急危険度判定では、「危険（赤）」 63棟（27.3％）

「要注意（黄）」67棟（28.9％）
・その後の余震で、被害は拡大傾向にあるため不安は増すばかり
・不安で建物を使用できないために、事業の再開もできない企業が

多くあった

・組合から JSCAに建物の再調査とｱﾄﾞﾊﾞｲｽの依頼あり
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現在に至る

４．民間ベース非木造建物の調査

応急危険度判定終了後も依頼が相次い

だため、宮城県建築士事務所協会、仙台
建築構造事務所協会、JSCA東北支部の三
者共同事業として応急危険度判定同等の
調査を有料で250棟実施した。

８．鉄骨置屋根体育館の被害調査と解析への協力

・鉄骨置屋根体育館の被害は2012年1月に宮城県内の体育館
が調査され、その特異的被害の存在が明らかになった。

・当初、本調査と解析は建築研究振興協会とJSCA東北支部
が行い、その後(一社)建築研究振興協会内に鉄骨置屋根
耐震検討WGが設置され活動をすすめた。

・さらに、茨城県内でも同様の被害が発生している事がわ
かり、建築研究開発ｺﾝｿｰｼｱﾑ内に鉄骨置屋根構造の耐震性
能に関する研究会が設置され活動をすすめた。

１１．まとめ

大規模な地震災害が起きてしまったとき、構造技術者という我々にしかできない職能を生かした社会貢献を可能な範囲で、かつ迅速に行うためには、日ごろから行政や関係
各団体と良好な関係を保っていることに加えて、JSCA内部でこのような社会貢献を行うことの意義についての議論を行っておくことが重要と感じた。また、それらの経験や震
災によっ て得られた教訓を被災地の地震経験のない世代へ伝承することや、他地域への展開をしておくことは、災害に対する備えや減災という観点からも大事と考える。

また、震災時に行った我々の行動や、そこから得たデータは科学的な目線から分析しておくことも大切である。それらを分析するということは、伝承やデータ蓄積という観
点からも貴重なデータであり、次に起こるかもしれない大規模地震に対する備えや、構造技術者としての日常業務である構造設計にも減災という観点から大いに役立つものと
思われる。

間もなく東日本大震災発災から１０年という大きな節目を迎える。被災地の復旧復興が進むなか、震災の記憶や記録は風化が進むことが懸念される状況にある。我々は構造
技術者として、この１０年で何ができて何ができなかったのか、そして今後何をすべきかということについて、この受賞がそれらを再度考える契機となるようにしたい。

１０．東日本大震災の伝承のための
パネルディスカッション

東北支部設立30周年記念行事（2016.6.26）では、
日本建築学会との共催、宮城県、仙台市等の後援をい
ただき、そのテーマを「東日本大震災から５年」、副
題を「災害からの教訓と減災のための技術・知識」と
したパネルディスカッションを行なった。また、最新
技術の展示も併設することにより、東日本大震災の伝
承とともに、減災、備えの大切さを市民に訴えた。

５．仙台市と「災害時における大規模な建築物の
応急危険度判定の協力に関する協定」締結

構造設計者が、大地震発災後に速やかに応急危険度判定や帰宅困
難者対応施設である「一時滞在場所」の安全確認を、地震発災後ス
ムーズに実施することの社会的重要性を考え、仙台市とJSCA東北支
部は2014年3月27日に標記協定書を調印した。

なお、災害時における大規模建築物の判定協力に関しての自治体
と構造専門家団体の協定締結は、本協定が全国で初めてのケースで
ある。

今回の地震は津波被害が甚大であったた
め、建物被害には注目されない一面があっ
たが、建物被害調査から大破倒壊を含めた
建物被害も相当数あることがわかった。そ
の実態を被災地にいる構造設計技術者とし
てとりまとめ、今後の教訓とすることは、
我々の責務であると考えた。そこで、建築
主が被害の公表を渋るなか、東北支部会員
が足を運んでまとめた報告書である。発行
部数は1800部となり全支部、主な大学、図
書館にも寄贈または購入いただいた。

７.「2011年度東北地方太平洋沖地震被害
報告書」の出版 （発行：2012年5月）

本地震発災後から１年間程度は本地震が起き
た仕組みや被害状況、活動をテーマとした講演
依頼が多くあった。それ以降は本地震からの教
訓や減災等をテーマとした講演依頼をJSCA支部、
建築士会、建築士事務所協会、建築学会、企業
等から頂いた。

９．日本大震災の概要、被害、教訓等
を伝える講演活動

１．はじめに
2011年3月11日に発災した東日本大震災は、Ｍw9.0、観測最大加速度2933GAL、最大震度7、死者行方不明者は約２万人、建物の全半壊40万戸という未曽有の地震であった。

受賞者は当時JSCA東北支部長であり、 JSCA東北支部の会員とともに発災時やそれ以降に被災地の構造設計者として何ができるかを考え、様々な活動を遂行してきた。
その活動を以下に概説する。

６-② 被害調査の実施

・調査期間 ２０１１年５月９日～１９日
・調査内容 応急危険度判定同等レベル＋被災度区分判定調査の

調査票を利用した調査
・調査対象棟数 ３７５棟
・調査参加者 延べ130名(JSCA東北支部会員＋東北大前田研究室等)

応急危険度判定結果
被害調査の方針

被害建物

仙台市との協定締結式
配布チラシ

６-③ 被害調査の結果

今回の調査結果から得たデータを用い分析
を行った。
・建物の被害は「躯体」よりも「仕上材」つ

まり、非構造部材の被害が大きい
・「仕上材」の被害で建物が「危険」判定と

なっているケースが多い
・その被害状況を建物所有者に適格に伝達し、

対処方法をアドバイスすることにより、建
物所有者は被害状況を理解することにより、
すばやい復旧につなげることができる

・応急危険度判定の意味を市民に周知させる
必要性と、判定結果に対するアドバイスの
重要性について痛感した

６-④ 被害調査からみえた構造設計者としての教訓

地震被害からの早期復興を支援するには、建物被害調
査時に従来の応急危険度判定に加えて簡易的な被災度区
分判定を実施した。同時に構造設計者が構造的被害に対
処するためのアドバイスを加えることが有効であること
が、今回の被害調査からわかった。

また、躯体よりも仕上材の方が罹災率が高く、それが
街の安全性の低下や地震後の早期復興にも影響している
こともわかった。

それらを構造設計者が理解をし、システムとして提案、
実践していくことが重要な役割であると考える。

調査状況（建物所有者への説明）

調査結果のまとめ

教訓のまとめ

応急危険度判定の問題点

被害調査分析の一例
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ＪＳＣＡ賞 業績賞 東日本大震災後の構造技術者としての支援・教宣活動 株式会社建築構造センター 加藤 重信


